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◎
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
） 
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傍
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部
分
は
改
正
部
分
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第
二
十
八
条 

第
三
十
七
条
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
七
項

ま
で
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
並
び
に
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
幼
稚

園
に
準
用
す
る
。 

 

第
四
十
二
条
の
二 

小
学
校
は
、
当
該
小
学
校
に
お
い
て
児
童
が
守
る
べ
き
学

習
上
若
し
く
は
生
活
上
の
規
律
と
す
る
事
項
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
が
意
見
を
表
明
す
る
機
会
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
表

明
さ
れ
た
意
見
を
考
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

小
学
校
は
、
そ
の
定
め
る
前
項
の
規
律
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
そ
の
内
容

の
適
正
性
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
、
当
該
規
律
と
す
る
事
項
に
関
す
る
情
報

を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
三
十
四
条 

〔
略
〕 

② 

第
四
条
第
一
項
前
段
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
一

条
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
及

び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
四
条
第
一
項
前
段
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は

第
二
十
八
条 

第
三
十
七
条
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
七
項

ま
で
並
び
に
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
準

用
す
る
。 

 

〔
新
設
〕 

        

第
百
三
十
四
条 

〔
略
〕 

② 
第
四
条
第
一
項
前
段
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
一

条
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四

条
ま
で
の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

条
第
一
項
前
段
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
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「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
当
該
各

号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県

知
事
」
と
、
第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学

大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知

事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第

四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各

種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府

県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の

設
置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専

門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市

町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立

の
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

〔
略
〕 

設
置
す
る
各
種
学
校
又
は
私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る

者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、

第
十
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大

学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
各
種
学
校
又
は

私
立
の
各
種
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の

者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」

と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以

外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設

置
す
る
各
種
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
各
種
学

校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

〔
略
〕 

 
 

 
 


